
事業所番号：1590100762 更新日：令和5年5月1日

小規模特別養護老人ホーム　昴　利用料金表

＊1月の総単位数×10.14（※新潟市の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の1単位の単価）の1割又は2割又は３割が介護報酬一部自己負担となります。

区分 項目 内容および、単位・料金

介
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報
酬
一
部
自
己
負
担
分

基
本
料
金

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（1日につき）

要介護　1 661

要介護　2 730

要介護　3 803

要介護　4 874

要介護　5 942

加
算

個別機能訓練加算（Ⅰ）

常勤専従の機能訓練指導員を1名以上配置し、
機能訓練指導員・看護職員・生活相談員・その他の職種が共同し、
入居者（利用者）ごとに個別機能訓練計画を作成し計画に基づき
機能訓練を実施し評価行った場合

1日につき

12

看護体制加算（Ⅰ）1 常勤の看護職員を1名以上配置している場合　 12

夜勤職員配置加算(Ⅳ)1

夜勤時間帯を通じ看護職員又は①社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第1条各号のいずれかの行為の実施研修を終了した介護福祉士、②特定登録証の
交付を受けた特定登録者、③新特定登録証の交付を受けている新特定登録者
④認定特定行為業務従事者のいずれかを1人以上配置し
①②③の場合は喀痰吸引等業務の登録を、④の場合は特定行為業務の登録を
受けている場合 61

日常生活継続支援加算（Ⅱ）

下記１）から（３）までのいずれかを満たすこと。
（１）算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の
総数のうち、要介護４又は要介護５の者の占める割合70％以上である場合。
（２）算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の
総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる
方が65％以上である場合。（３）喀痰吸引等必要とする者の占める割合が
入所者の15％以上である場合

46

栄養マネジメント強化加算 ※

医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画に従い、
食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、
嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施した場合 11

初期加算
入所した日から起算して30日以内の期間については初期加算として
1日に所定単位数を加算。 30

外泊時加算※

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅に
おける外泊を認めた場合は1月に6日間を限度として所定単位数に代えて算定。

246

看取り加算（1） ※ 

死亡以前31日以上45日未満 72

死亡以前4日以上30日未満 144

死亡日の前日及び、前々日 680

死亡日 1280

個別機能訓練加算（Ⅱ）

「個別機能訓練加算（Ⅰ）」を算定している入居者について。
個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に
当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を
活用した場合

1月につき

20

経口維持加算Ⅰ※
著しい摂取障害がある方の経口摂取を維持するために栄養管理を管理栄養士
または栄養士が実施した場合 400

科学的介護推進体制加算Ⅱ

加算（Ⅰ）の要件を満たした上で、次の要件を満たした場合に入居者ごとの
疾病状況等の情報を、LIFEによって厚生労働省に提出し、フィードバックに
応じて施設サービス計画を見直すなどによって活用した場合

50

生活機能向上連携加算Ⅱ2

外部との連携により、入所者の身体の状況等の評価を行い、かつ、
個別機能訓練計画作成を行った場合

100

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員の賃金の改善に要する費用の見込み額が、介護職員処遇改善加算の
算定見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該当計画に基づき
適切な措置を講じている場合

総単位数
×8.3％

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
介護福祉士の配置等要件、現行加算要件、職場環境等 要件及び見える化要件の
全てを満たした場合 総単位数

×2.7％

介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得している事業所（現行の処遇改善加算の
対象サービス事業所） 、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は
介護職員等のベースアップ等に使用した場合 総単位数

×1.6％

介
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食費および居住費（1日につき）
★「負担限度額認定証」をお持ちの方
は、記載の負担限度額が上限となり
ます

利用者負担段階 市町村民税非課税の方で下記収入等により区分 食費 居住費

第1段階 老齢福祉年金、生活保護受給者  ¥ 300        ¥ 820    

第2段階 公的年金収入+合計所得80万以下  ¥ 390        ¥ 820    

第3段階① 公的年金収入+合計所得80万超120万以下  ¥ 650        ¥ 1,310  

第3段階② 公的年金収入+合計所得120万超等  ¥ 1,360     ¥ 1,310  

上記以外の方  ¥ 1,445     ¥ 2,030  

おやつ代金 おやつを提供した場合 1食につき  ¥ 100    

コンセント 電化製品を使用した場合 1日につき  ¥ 50      

その他 理美容、医療費、日用品、嗜好品等 1回につき  適宜 

居室確保費 入院した場合(入院後15日目から退院日の前日まで) 1日につき ¥1,100

＊ いずれの加算も基準を満たした場合のみ算定させていただきます。

＊ ※加算は対応するサービスを受けた場合に適用致します。

＊ 介護報酬改定により変更される場合もございます。



更新日：令和5年5月1日

早見表一覧

介護度 負担割合 第一段階 第二段階 第三段階① 第三段階② 左記以外

要介護1

1割 ¥64,300 ¥67,000 ¥89,500 ¥110,800 ¥134,950

2割 ¥91,999 ¥94,699 ¥117,199 ¥138,499 ¥162,649

3割 ¥119,699 ¥122,399 ¥144,899 ¥166,199 ¥190,349

要介護2

1割 ¥66,662 ¥69,362 ¥91,862 ¥113,162 ¥137,312

2割 ¥96,724 ¥99,424 ¥121,924 ¥143,224 ¥167,374

3割 ¥126,786 ¥129,486 ¥151,986 ¥173,286 ¥197,436

要介護3

1割 ¥69,163 ¥71,863 ¥94,363 ¥115,663 ¥139,813

2割 ¥101,725 ¥104,425 ¥126,925 ¥148,225 ¥172,375

3割 ¥134,288 ¥136,988 ¥159,488 ¥180,788 ¥204,938

要介護4

1割 ¥71,596 ¥74,296 ¥96,796 ¥118,096 ¥142,246

2割 ¥106,591 ¥109,291 ¥131,791 ¥153,091 ¥177,241

3割 ¥141,586 ¥144,286 ¥166,786 ¥188,086 ¥212,236

要介護5

1割 ¥73,925 ¥76,625 ¥99,125 ¥120,425 ¥144,575

2割 ¥111,249 ¥113,949 ¥136,449 ¥157,749 ¥181,899

3割 ¥148,573 ¥151,273 ¥173,773 ¥195,073 ¥219,223

＊30日あたりの介護報酬一部自己負担分　＋　介護報酬外自己負担分の目安


